
市民の皆様からの
違法民泊に関する通報・苦情や，
適法に民泊を始めるための相談等を
電話・ＦＡＸ・電子メールで
受け付けています。

★ 通報・相談の方法（お問い合わせ先）
（年中無休。ただし，年末年始を除く。）

電 話：０７５－２２３－０７００ ［午前１０時～午後５時］

ＦＡＸ：０７５－２２３－０７０１ ［２４時間受付］

電子メール：minpakusoudan@city.kyoto.lg.jp ［２４時間受付］

(URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000201777.html)

※ 詳しくは，京都市ホームページ「京都市情報館」にて

で検索してください。民泊通報

み ん ぱ く そ う だ ん
→相談は，主に電話・ＦＡＸへ御連絡ください。

→通報は，主に電子メールへ御連絡ください。

この印刷物が不要になれば

「雑がみ」として古紙回収等へ！
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